令　和　　年　　月　　日

名護市赤土等流出防止営農対策地域協議会　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　


赤土等流出防止営農対策資材提供申出書

　　　　　持続的な赤土等流出防止対策推進体制確立のため、下記のとおりの資材による圃場からの
　　　　耕土流出防止対策計画があります。


対策圃場地番：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
作 付 作 物 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
圃 場 面 積 ：　　　　　　　　　　（㎡・坪）対策面積　　　　　　　　　　（㎡・坪）
対 策 内 容 ：グリーンベルト（　　　　　　　　　　　　　　　ｍ　　　　植栽本数　　　　　　本）
　　　　　　　　　　　　：緑肥（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　：マルチング（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　：その他対策（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による対策）


1 当事業は農地の耕土流出防止対策を沖縄県営農支援課の事業により、農家自身が自律的かつ持続的に行う事を支援します。
2 上記資材の譲渡・転売はできません。目的外に利用された場合は、資材の一部又は全部を返還いただくことがあります。
3 対策実施記録（写真）が必要となります。対策をする日程が決まり次第、裏面の担当者までご連絡お願いいたします。
4 グリーンベルトの設置および管理、休耕期の緑肥栽培等、耕土流出防止対策の継続をお願いいたします。
5 提供資材は予算の範囲内での配布になります。予算及び資材状況によっては上限が生じる場合がございます。
6 申出書提出後、裏面の担当者が圃場の確認を行い数量等を決定してから配布します。
基本的に申出書提出日の資材配布は行いません。お急ぎの方は、事前に調整するようお願いします。

対策希望日（希望時期）：　　　　月　　　　日　

　　　 

裏面に続きます→　　

〈以下の点、ご確認の上✓を記入してください。〉
	□赤土等(耕土)流出防止のための申出です。
※土地の境界線確保のため等耕土流出防止以外の理由による計画は対象外となります。

	□降雨時に赤土等の流出が見られます。

	□家庭菜園ではありません。

	□対策資材の受け取り後、速やかに設置作業を行います。

	□実施の日程が決まり次第、下記担当まで連絡します。

	□作業中における事故・けが等に対して、自己責任を負うものといたします。




【地主意向（貸借期間終了後の対策資材（ベチバー等）の取扱い）の確認】
〈以下の点、ご確認の上✓を記入してください。〉
	・地主からの耕土流出対策（ベチバー植栽等）の承諾
　□あり、又は申出者の所有農地
　□なし、又は地主との連絡調整が困難

	・ありの場合（地主意向）
　□貸借期間終了後、対策資材（ベチバー等）含め農地の原状回復を要望されています。
　□貸借期間終了後、対策資材（ベチバー等）は残したまま農地の現状回復を要望されています。

	・なし、又は地主との連絡調整が困難の場合
　□耕作者本人が責任をもって貸借期間終了後、農地の原状回復で対応します。





No．　　　
	担当者：　
名護市赤土等流出防止営農対策地域協議会
（農業政策課内）
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